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～覚醒剤・大麻等薬物乱用の防止～ 

   令和６年１２月１２日より、大麻の規制に関する改正法が施行され、大麻の施用も規制 

　 されることとなりました。大麻は持っていても、使っても犯罪です。 
　 薬物に関われば、人生は壊れてしまいます。薬物乱用のない社会を作りましょう。 
 
 

 
 

令和７年６月号

事業活動に関し、外国人に不法就労活動
をさせた者（入管法第73条の2）

3年以下の拘禁刑

若しくは

300万円以下の罰金に処

し、又はこれを併科する

退去強制を免れさせる目的で、不法入国者

又は不法上陸者をかくまう等の行為をした

場合（入管法第74条の8）

3年以下の拘禁刑
又は

300万円以下の罰金
に処する

○　不法滞在者（不法入国者、不法残留者）が働いてお金を稼ぐこと。 

○　働くことが認められていない在留資格の外国人が、許可なく働いて

　お金を稼ぐこと。



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


